
震災時等の仮貯蔵・仮取扱い 

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者等が、事前に 

消防本部予防課危険物係と協議し、作成した計画書を提出しておくことで、仮貯

蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。 
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① 事前協議 

② 実施計画書（２部）提出 

③ 消防本部による受付（１部返却） 

④ 震災発生 

⑤ 申請（来庁又は電話等※） 

⑥ 迅速な承認 

※電話等（電話又はファックス等）による申請は、消防本部に 

おいて必要と認めたときから可能となります。 

⑧ 書類申請（来庁可能 

となったら速やかに） 

問い合わせ先（事前協議先） 

 島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課 危険物係 

  住 所 島原市新馬場町８７２番地２ 

  電 話 ０９５７－６２－５８５７ 

  ＦＡＸ ０９５７－６２－３１３３ 

⑦ 承認 

を受けて 

仮貯蔵・

仮取扱い 


